
平成３０年度第７号  平成３０年８月３１日     家畜保健衛生所たより 

2018年8月、 
中国でアフリカ豚コレラの発生を確認！ 

我が国に本病が侵入するリスクが高まっています!! 



山梨県東部家畜保健衛生所  
電話： 0 5 5 - 2 6 2 - 3 1 6 6  F A X ： 0 5 5 - 2 6 2 - 3 1 0 8  
夜間・土日・休日の連絡先： 0 9 0 - 5 5 3 5 - 8 0 0 5  
土日・休日の連絡先： 0 9 0 - 5 5 4 4 - 7 8 6 8  

 豚及びいのししの飼養農家の皆様には、飼養衛生管理

基準に基づき、生肉を含む（又は含む可能性がある）  

飼料を給与する場合は、加熱処理（ 7 0℃以上で 3 0分間

以上又は 8 0℃以上で 3分間以上）が適切に行われたもの

を用いるようお願いします。  

 また、家畜伝染病の発生地域への渡航を可能な限り自

粛し、海外渡航者が農場に立ち入らないように注意する、

農場訪問者の記録を行うなど飼養衛生管理基準遵守の

再徹底をお願いします。  

 

 ※消毒及び衛生管理区域への病原体持ち込みの防止の再徹底 

 ①衛生管理区域及び畜舎への病原体持込みを防止するため、看板を設置 

  する等、必要のない者が立入しないようお願いします。 

 ②農場の従業員も含め衛生管理区域及び畜舎に立ち入る場合や物を持ち 

  込む場合には、手指、靴等の消毒その他必要な措置を実施して下さい。 

 ③野生動物等が衛生管理区域及び畜舎へ侵入しないよう必要な措置を実 

  施してください。 

※早期発見・早期通報の徹底 

  毎日の健康観察を入念に行い当該症状を呈している家畜を発見した際は、 

  家畜保健衛生所に連絡をお願いします。 

飼養衛生管理基準の再確認を！！ 


